
  別紙１ 

仕 様 書 

                                           

この仕様書は、借受する秘匿設置カメラシステム(以下「賃貸借物品」という。)の仕様を

定めるものとする。   

   

１ 賃貸借期間 

令和７年７月１日から令和７年９月 30 日までの間 

ただし、契約期間中に賃貸借物品が不要となった場合は、機器撤収日に発注者から受注

者へ回収指示の連絡をし、その日をもって賃貸借期間の終期とする。  

   

２ 納入・回収場所 

広島市南区宇品東四丁目１番 34 号 広島県警察本部 刑事部組織犯罪対策第三課 

   

３ 賃貸借物品及び数量等 

別記のとおり 

なお、表記の数量はあくまでも予定であり、増減することがある。 

   

４ 賃貸借物品について 

(1) 賃貸借物品は、上記仕様相当以上の物品とし、全て点検、整備済みであり、使用時 

に不具合が発生しないよう十分な品質管理が保証されていること。 

(2) 賃貸借物品に不具合が生じた場合は、速やかに対応できる体制を整えていること。 

(3) 賃貸借物品は、高画質な望遠機能、暗視機能、遠隔操作機能が装備され、撮影動画 

は証拠保全の観点から録画機能を有する装備であること。  

(4) 撮影画像等が外部流出しないようセキュリティが構築されていること。 

(5) 機器の回収に際して、映像記録装置にデータが残されている場合は、発注者の立ち 

会いのもと完全に消去し、復元不可能な状態にすること。 

(6) 関係法令等を遵守すること。 

   

５ 納入・回収作業について 

(1) 賃貸借物品の単価には、使用中の事故・故障等の修理費用等保守料・運搬料(納入か 

ら回収までの往復運賃料)及び諸経費を含むものとする。  

(2) 賃貸借物品の納入及び回収等に際して発生した不用な梱包材等は、受注者の責任に 

おいて処分すること。  

(3) 納入・回収に係る日時等詳細な事項については、発注者の指示に従うこと。 

     

６ その他 

(1) 受注者は、この業務により知り得た事項を他人に漏らしたり、他の目的に使用して 

  はならない。この契約が終了し、または解除された場合も同様とする。  

(2) 賃貸借物品の使用に伴い、その他疑義等が生じた場合は、発注者及び受注者が協議 

のうえ解決すること。  



詳細仕様 予定数量 単位

2 式

1 ２ウェイ・カメラ(※) （別表） 1 台

2 Novit@sカメ アプリケーション 1 式

3 カメラハウジング 1 個

4 セキュリティワイヤー 1 本

5 取付用マグネット基台 1 個

6 画像受信部（ノートパソコン） （別表） 1 台

7 解析ソフト （別表） 1 式

8 再生アシストソフトAI 1 式

9 Novit@sカメ 遠隔操作ソフト 1 式

10 画像鮮明化ソフト 1 式

11 顔照合ソフト 1 式

12 接続ケーブル　３ｍ 1 本

13 通信機器端末（受信側） （別表） 1 台

14 マウス 1 個

15 ＰＣバッグ 1 個

16 各種電源ケーブル 各 本

※　レンズの角度、ズーム、ピント等、カメラの各種調整は、すべてネットワーク
　に接続された専用パソコンにより遠隔操作が可能であること。

秘匿設置カメラシステム
（参考品：株式会社ノビタス  NV-2WCSH）
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